「令和８年度豊田市食品衛生監視指導計画」

◆　趣旨
飲食に起因する衛生上の危害の発生を未然に防止し、本市における食の安全を確保するため、食品衛生法第24条第1項に基づき食品衛生監視指導計画を策定します。

◆　監視指導の実施に関する基本的な考え方
１　豊田市、食品等事業者※１及び消費者の役割分担について
食品の安全性の確保については、国、都道府県及び保健所を設置する市等が監視指導その他の施策を総合的に策定し、実施する責任を有しています。近年、腸管出血性大腸菌等による食中毒で死亡例がでるなど、消費者の健康を脅かす事例が発生しており、こうした事態に対応する適切な監視指導が必要とされています。しかし、食品の安全性はこうした行政の施策のみで実現されるものではありません。
食品等の生産、製造、加工、輸入及び販売等に携わる者が、消費者に食品等を供給する者として、食品の安全性を確保するための一番重要な責任を有しています。従って、食品等事業者には、食品衛生に関する知識及び技術の習得、原材料の安全性の確保、自主検査の実施、各種記録の作成及び保存等の実施が求められています。さらに平成30年6月には食品衛生法等の一部を改正する法律※２が公布され、令和3年6月1日から原則としてすべての食品等事業者にHACCP※３に沿った衛生管理の実施が求められることになりました。これにより食品等事業者は、衛生管理計画等の作成、計画に沿った衛生管理の実施、記録の作成及び保存が必要となりました。
また消費者も、食品の安全性に関する知識と理解を深め、適切に食品を選択し、バランスのとれた食生活を送るとともに、食品の安全性の確保に関する施策に意見を述べるよう努めるなど、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすことが期待されています。
こうした役割分担を前提として、食品等事業者がその責務を果たし、安全な食品等を供給しているかどうかを確認するために、食品営業施設等の監視指導を実施するとともに、食品等事業者及び市民に対する食品衛生に関する知識と理解のための情報提供、助言及び意見交換（リスクコミュニケーション）を行うことにより、豊田市民の「食の安全・安心」の確保を図ってまいります。

２　食品供給行程（フードチェーン）※４の各段階における監視指導の実施
食品等の安全性を確保するためには、農林水産物の生産から食品等の販売に至る一連の食品供給行程（フードチェーン）の各段階において、必要な措置が講じられていることが重要です。
豊田市保健所は、農林水産物の採取から消費者への販売までの各段階において、食中毒の発生状況等の食品の安全確保に係る種々の情報を分析及び評価した上で、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を実施します。
なお、必要に応じて、農林水産物の生産段階の食品安全規制を所管する都道府県の農林水産部局との連携を確保します。

◆　目次

１　基本的方針

２　監視指導計画の策定と監視指導の実施
（１）一般的な共通事項	
（２）食品供給行程（フードチェーン）を通じた重点監視指導項目
（３）重点監視指導事項

３　実施体系
（１）基本的な監視指導実施体制
（２）厚生労働省、消費者庁及び他の都道府県市との連携確保
（３）農林水産部局等との連携確保
（４）試験検査実施機関の体制の整備

４　施設の監視指導回数

５　食品等の収去検査

６　違反発見時の対応

７　一斉取締り等の実施

８　食中毒等健康被害発生時の対応
 
９　食品等事業者による自主的な衛生管理の推進

10　情報提供及び意見交換（リスクコミュニケーション）

11　人材の養成及び資質の向上 
（１）食品衛生監視員等の資質の向上
（２）食品衛生責任者等の養成及び資質の向上[image: ]






１　基本的方針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●食品の安全管理・監視指導体制の充実・強化
　食品の採取・製造から消費までを監視・検査し、地域に根ざした衛生指導を行います。

見はります



●消費者の視点に立った食品安全確保の推進
　消費者へ「食の安全・安心」に関する正しい知識や情報を提供するとともに、意見交換による相互理解を深めます。

見ていただきます




●危機管理に対する連携確保、自主衛生管理の推進
　関係機関の連携による緊急時の対応強化や、自主衛生管理を推進するために、食品衛生責任者等の養成・資質の向上を図ります。

見守り育てます







[bookmark: Ⅱ]２　監視指導計画の策定と監視指導の実施

　食品等の採取、製造、流通等の状況、法違反状況及び食品衛生上の問題発生状況について分析・評価を行い、近隣自治体との連携を図りながら、本市の実情を考慮した上で、「豊田市食品衛生監視指導計画」（以下「監視指導計画」といいます。）を策定し、当該監視指導計画に従い監視指導を実施します。
なお、特に重点的に監視指導を実施する項目は、次のとおりとします。

（１）一般的な共通事項
ア　腐敗していたり、有害な物質が含まれていたり、病原微生物に汚染されているなど、人の健康を損なうおそれのある食品等でないことを確認します。
また、食品衛生法に定められた適正な添加物であることを確認します。
イ　次の各法令の規定に基づく基準についての適合等を確認し、その遵守を徹底します。
（ア）食品衛生法
・食品等の規格又は基準
・食品又は添加物の製造又は加工の過程における有毒な又は有害な熱媒体の混入防止のための措置の基準
・公衆衛生上必要な措置の基準
（イ）食品表示法（衛生事項）
・食品等の表示に係る基準
（ウ）愛知県食品衛生条例
・営業施設の基準
（エ）豊田市食品衛生条例（以下「市条例」といいます。）
・生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設
　　　なお、食品衛生法等の一部を改正する法律により、営業許可制度が全面的に変更され、営業届出制度が開始されたことから、各施設等における適切な営業許可の取得や営業の届出について周知、指導を行います。
ウ　製造段階、加工段階及び調理段階における監視指導にあたっては、一般的衛生管理及びHACCPに沿った衛生管理の実施状況を確認、指導します。
エ　食中毒予防の観点から、大規模調理施設（同一メニューを一度に大量に調理する施設）のほか、病院、社会福祉施設、学校給食施設等に対して監視指導を実施します。
オ　食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（以下「食鳥処理法」といいます。）の規定に基づく食鳥処理場の構造設備の基準等についての適合を確認し、その遵守を徹底します。また、認定小規模食鳥処理場に対し、手引書を使用してHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を指導します。
カ　と畜場法に基づくと畜場※５の構造設備の基準等についての適合を確認し、その遵守を徹底するとともに、適切にと畜検査※６を実施します。（現在、豊田市にある施設は豚専用となっています。）また、と畜場のHACCPに基づく衛生管理の実施について指導します。

（２）食品供給行程（フードチェーン）を通じた重点監視指導項目
前項アに掲げる事項に加えて、別表１の食品群の区分ごとに、同表の上欄に掲げる食品供給行程（フードチェーン）の各段階の区分に応じて各欄に掲げる事項に重点を置いて監視指導を実施します。

（３）重点監視指導事項
別表１に掲げるもののほか、次の事項についても重点的に監視指導を実施します。
ア　HACCPに沿った衛生管理の推進に関すること。
イ　食品表示法に基づく適正表示の実施に関すること。
ウ　原材料の検収※７（アレルギー物質を含む食品に関する表示の徹底のための点検及び確認を含む。）、保管に関すること。
エ　異物混入防止に関すること。
オ　こども園等教育・保育施設、学校給食施設及び社会福祉施設における衛生管理に関すること。







[bookmark: Ⅲ]３　実施体系

監視指導実施機関及び試験検査実施機関について体制を整備するとともに、食品衛生監視員等の人員の確保を図ります。

（１）基本的な監視指導実施体制
豊田市における監視指導の実施に係る業務分担は、次のとおりです。
ア　豊田市保健所　保健衛生課　食品衛生指導・監視担当
豊田市内の食品関係施設、豊田市公設地方卸売市場における監視指導及び食品等の収去※８を実施します。
市民への食品等による危害発生防止のための情報提供及び食品等事業者への衛生管理の啓発を実施します。
なお、必要に応じて保健部健康政策課等の関係課と連携をとりながら監視指導にあたります。
イ　豊田市食肉衛生検査所
と畜場における監視指導及びと畜検査を実施します。
また、食鳥処理場における監視指導を実施します。
ウ　豊田市衛生試験所
食品等の検査を実施します。

（２）厚生労働省、消費者庁、都道府県等その他関係機関相互の連携確保
市の区域を超えて広域的に流通する食品等の監視指導の実施に際しては、厚生労働省、消費者庁、愛知県及び近隣県市等との間において、緊密な連絡及び連携体制を確保するものとします。特に、広域的な食中毒事案が発生した場合等に、必要に応じて東海北陸厚生局が設置する広域連携協議会※９とは、適切に調査、情報共有等の連携を行います。
なお、本市との隣接地域を管轄する各保健所との間においては、情報交換のほか、日常的な監視指導や収去検査についても緊密な連携体制の確保を図るものとします｡　
　
（３）農林水産部局等との連携確保
市場管理担当部局及び愛知県の農林水産部局との間において違反情報等を相互に提供する等の緊密な連絡及び連携体制を確保するものとします。
また、生産段階の食品安全規制に係る違反を発見した場合の対応等のため、他の都道府県等の食品衛生担当部局を通じた当該都道府県農林水産部局との間の連絡体制も併せて確保し、必要に応じて農林水産省の地方農政局地方農政事務所及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター等との連携を図るものとします。
　　　なお、食品等の表示に係る監視指導については、農林水産部局等と相互連絡体制を確保の上、必要に応じて立入検査を同時に行うなど、協力して実施することとします。

（４）試験検査実施機関の体制の整備
監視指導を適時適切に実施し、適正かつ迅速に試験検査を実施するため、必要な検査機器の計画的な整備、検査担当者に対する技術研修を実施するものとし、信頼性確保のための「豊田市保健所における検査等の業務管理要領」に基づき検査を実施します。






[bookmark: Ⅳ]４　施設の監視指導回数

監視指導については、次のように監視指導回数を定め、効率的かつ効果的に実施します。

過去の食中毒の発生頻度、製造・調理・流通・販売される食品の流通の広域性、規模、取扱食品の特殊性などを考慮して、食品等事業者の業種ごとに監視の重要度の高い順にＡ、Ｂ、Ｃそれぞれのレベルに分類し、標準監視指導回数（※ 別表２をご参照ください。）を定め、重要度の高い施設に重点を置いて監視指導を実施します。 
　なお、これはあくまでも標準回数として設定するものであって、食中毒等の食品事故が発生した場合等にあっては、特に回数を制限することなく実施し、逆に一定水準以上の衛生管理が認められる施設等については、監視指導回数を軽減するなど、施設の状況に応じて臨機応変に監視指導を実施していきます。




[bookmark: Ⅴ]５　食品等の収去検査

食品等の収去検査については、食品群ごとに、細菌検査、食品添加物及び残留農薬等の検査項目を設定し、年間の実施計画を定めます。

食肉等、乳・乳製品、食鳥卵、水産食品及び野菜等の食品群ごとに、法違反状況、問題発生状況などを分析及び評価して、検査項目ごとに年間の食品等の収去検査の実施計画を定めます（※ 別表３をご参照ください。） 。
　収去検査の対象となる食品等の選定にあたっては、地域特産品や豊田市内において生産、製造、加工等が行なわれる食品等を含め、広域流通食品等を中心とします。
　収去にあたっては、過去の立入検査結果等を踏まえ、違反の可能性が比較的高いと考えられる食品等及び項目に重点を置いて検査します。
　また、規格基準等がある食品や食品ごとの流通量の季節変化等も考慮して収去対象を選定し、検査を実施します。
　なお、表示についても、食品表示法に基づき適正に行われていることを確認します。




[bookmark: Ⅵ]６　違反発見時の対応

　違反発見時には、次の事項を基本に対応します。

（１）視指導時に施設基準違反及び製造基準違反を発見した場合は、その場において改善指導を行います。
なお、違反が確認された施設で製造等された食品等が現存する場合は、それらが販売されたり、使用されたりしないよう、回収、廃棄等の必要な措置を講じます。

（２）収去検査等において違反が判明した場合は、当該違反食品等が販売されたり、使用されたりしないよう、回収、廃棄等の必要な措置を講ずるとともに、再発防止のための指導を行います。
なお、当該違反食品等の製造所等が所管外の場合には、速やかに関係都道府県等に連絡するとともに、必要に応じて関係都道府県等と連携して、当該違反食品に対する措置を行います。

（３）輸入食品の違反発見時には必要に応じて厚生労働省に速やかに連絡し、連携して違反食品の流通防止対策、再発防止措置等の必要な措置を講じます。

（４）営業の禁止、食品等の回収命令等の行政処分を行った場合は、健康被害拡大防止の観点から、必要に応じて当該処分の内容、違反原因、改善状況等について公表します。






[bookmark: Ⅶ]７　一斉取締り等の実施

　食中毒事故等の発生が多い時期には、厚生労働省及び消費者庁からの通知に基づき、一斉取締りや予防啓発を行います。

（１）夏期一斉取締り
夏期に多発する細菌性食中毒の発生防止を中心に、弁当屋、仕出し屋、旅館等の大量調理施設等に対して重点的に監視指導を行い、不良食品等の排除に努めます。

（２）年末一斉取締り
　　　多種類の食品が短期間に大量に流通する年末において、食品の衛生的な取扱い、食品添加物の適正使用、適正表示の確認等を中心に監視指導を行います。

（３）食品衛生月間
　　　食中毒事故の防止と衛生管理の向上を図るため、関係団体等と連携･強化を密にして、食品等事業者及び消費者に対し、食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を図ります。






[bookmark: Ⅷ]８　食中毒等健康危害発生時の対応

　食中毒等の食品事故が発生した場合には、食品衛生法等の規定に従い、適切に対応します。

（１）食中毒発生時の対応
食中毒が発生した場合には、食品衛生法等の規定に従い、被害拡大防止のため、迅速かつ適切な原因究明及び健康危機管理対策を実施するとともに、必要な情報の公表等を行います。
感染症が疑われる場合には、感染症予防課への迅速な情報提供及び密接な連携を図ります。
また、大規模な食中毒が発生した場合等には、庁内関係課と連携して必要な対策を講じます。
　　　広域的な食中毒事案発生時には、広域連携協議会において関係機関と密接な連携を図ります。

（２）指定成分等含有食品※１０による健康被害発生時の対応
指定成分等含有食品を取り扱う食品等事業者から健康被害情報の届出があった場合は、必要に応じて医師、歯科医師、薬剤師その他関係者と連携するとともに、厚生労働大臣へ報告を行います。
なお、いわゆる健康食品（指定成分等含有食品を除く。）による健康被害が発生した場合には、関係通知に基づき原因究明を迅速に行い、厚生労働省に調査結果を報告するとともに、必要に応じて公表を行います。

（３）機能性表示食品※１１及び特定保健用食品※１２に係る健康被害発生時の対応
　　機能性表示食品の届出者や特定保健用食品に係る許可を受けた食品事業者等から健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、適切な情報が得られているかを確認し、必要に応じて消費者や医療機関への追加調査、消費者の居住地を管轄する都道府県知事等に調査協力を依頼する等の対応を行うとともに、厚生労働省へ報告を行います。
　　また、緊急性が高く全国的な対応が求められる事案で高度な調査が必要だと厚生労働省が判断したものについては、国と連携して対応します。




[bookmark: Ⅸ]９　食品等事業者による自主的な衛生管理の推進

次の事項を重点に、食品等事業者による自主的な衛生管理の向上を推進します。

（１）食品衛生責任者等の責務の徹底
　  　食品衛生法に規定する食品衛生責任者又は食品衛生管理者については、確実にその職責を果たすよう、監視指導又は講習会において徹底するとともに、食品等事業者に対しては、食品衛生責任者又は食品衛生管理者の意見を尊重するよう、意識の向上を図ります。また、ふぐを処理する営業者に対しては、愛知県ふぐ取扱い規制条例に定めるふぐ処理師に適切にふぐを処理させることを徹底します。

（２）食品等事業者による自主的な衛生管理の推進
　 　 食品等事業者の責務である自主検査、原材料の安全性確認等の実施並びに記録の作成及び保存の推進を図ります。
食品等事業者が自身の営業における食品衛生上の危害要因を分析し、一般的衛生管理に加えてHACCPに沿った衛生管理を適切に実施できるよう助言指導するほか、講習会を開催するとともに、ホームページ等を活用した情報提供を行います。


[bookmark: Ⅹ]10　情報提供及び意見交換（リスクコミュニケーション）

　次の事項を重点に、情報の提供や意見交換（リスクコミュニケーション）を推進します。

（１）監視指導計画策定時の公表に関する事項
　 　 監視指導計画を定め又は変更しようとするときは、広報、ホームページ及び市政情報コーナー等において公表し、広く市民の意見を求め、その意見を監視指導計画に反映させます。
　　　また、公表にあたっては豊田市パブリックコメント※１３手続要綱に準じて行うものとします。

（２）監視指導計画の実施状況の公表に関する事項 
　　　監視指導計画の実施状況については、年度ごとの実施結果の概要について、翌年度の６月３０日までに公表します。

（３）市民との意見交換の実施
消費者（市民）、食品関連事業者及び行政担当者が食の安全・安心に関する情報の共有や、相互理解を図るための「意見交換（リスクコミュニケーション）」として、市民、食品等事業者及び学識経験者等を委員とする「食の安全・安心を語る懇談会」を食品衛生月間中に開催し、市の食品衛生施策についてのご意見をいただきます。
なお、この懇談会において提出された意見を参考に監視指導計画を作成します。
　　
（４）市民への食品による危害発生防止のための情報提供
　　　市民に対し、出前講座及び講習会等を通じて食中毒予防等についての普及啓発を図ります。また、ホームページ及び広報等を活用して、時節にあった食品衛生情報の提供に努めます。











[bookmark: Xl]11　人材の養成及び資質の向上

　食品等事業者の自主衛生管理を推進するため、食品衛生責任者等の養成等を行うとともに、大規模化・複雑化・高度化する食品製造施設等の監視指導に対応するため、監視指導等に従事する職員の資質の向上を図ります。

（１）食品衛生監視員※１４等の資質の向上
　　　食品衛生監視員、と畜検査員、食鳥検査員及び衛生試験所の検査員に対する技術研修及び法令の内容などに関する再教育を実施するとともに、関係機関が行う技術研修会及び講習会へ積極的に参加させ、資質の向上に努めます。

（２）食品衛生責任者等の養成及び資質の向上
　　　食品衛生責任者の養成講習会を随時実施するとともに、食品衛生責任者、食品衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者及び作業衛生責任者並びに食鳥処理法に規定する食鳥処理衛生管理者の資質の向上を図るため、適切に講習会等を開催し、再教育を実施します。
　

■参考資料
〇　別表１　食品群ごとの重点監視指導項目
〇　別表２　業種ごとの標準監視指導回数
〇　別表３　令和８年度食品等の収去検査計画
〇　別表４　令和８年度食品衛生事業計画


■　語句説明
[bookmark: ※2]※１　食品等事業者
食品等の採取、製造、加工、輸入、調理、運搬、販売を営んでいるか、継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与している人若しくは法人のことです。
※２　食品衛生法等の一部を改正する法律
食を取り巻く環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、HACCPに沿った衛生管理の制度化、食品リコール情報の報告制度の創設、営業許可制度の見直し・届出制度の創設が規定され、また、と畜場及び食鳥処理場におけるHACCPに基づく衛生管理等についても規定されました。
※３　ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis Critical Control Point)
原料の受入れから製品の出荷まで食品製造中の各段階で発生する可能性がある危害（微生物汚染、異物混入など）をあらかじめ明らかにし（危害分析＝ＨＡ）、その中で特に厳重に管理しなければならない工程（重要管理点＝ＣＣＰ）を特定し、その箇所を連続的にモニタリングするなど重点的に管理することにより、製造工程全般を通じて危害の発生を予防し、食品の安全確保を図る衛生管理手法です。
食品衛生法等の一部を改正する法律により、原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められることとなりました。
[bookmark: ※3]※４　食品供給行程（フードチェーン）
農水畜産物の生産から食品の販売に至る一連の食品供給の行程（生産、採取、製造、加工、貯蔵、運搬、販売等）をいいます。
[bookmark: ※4]※５　と畜場
牛や豚などを食用とするためにとさつ・解体する施設のことです。
[bookmark: ※5]※６　と畜検査
と畜場に持ち込まれた全ての豚について、食用としていいかどうか1頭毎に獣医師である市の検査員が行う検査のことです。このと畜検査に合格したものだけが、食肉として流通することとなります。
[bookmark: ※6]※７　検　収
食品等事業者が原材料納入の際に、品温、期限表示、異物の有無等をチェックして確認することです。
[bookmark: ※8]※８　収　去
[bookmark: _Hlk155860980]食品衛生法及び食品表示法に基づき、都道府県等が試験に必要な食品等をサンプリングすることです。
※９　広域連携協議会
複数の都道府県等が関連する広域的な食中毒事案の発生やその拡大防止等のため、国や都道府県が相互に連携・協力を図り、情報を共有する場として、食品衛生法等の一部を改正する法律により規定されました。
[bookmark: ※14]※１０　指定成分等含有食品
食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定した成分を含む食品のことです。
[bookmark: ※13]※１1　機能性表示食品
　　　事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、あらかじめ消費
者庁長官に届け出られたものです。
※１2　特定保健用食品
　　　健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、効果や安全性を国が審査
　　し、食品ごとに消費者庁長官が許可したものです。
※１3　パブリックコメント
行政機関が政策の立案等を行おうとする際に、その案を公表し、この案に対して広く市民・事業者等の皆さんから意見や情報を提出していただく機会を設け、行政機関は提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行うというものです。



※１4　食品衛生監視員
飲食に起因する衛生上の危害を防止するために、営業施設等への立入検査や食品衛生に関する監視指導等を行う者として、食品衛生法に基づき、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等に任命された者です。医師等の一定の資格要件があります。




































[bookmark: 別表1]○　食品群ごとの重点監視指導項目　　　　　　　　　　　　　　　　別表１
	ﾌｰﾄﾞﾁｪｰﾝ
食品群
	採取、とさつ及び解体、食鳥処理等
	製造又は加工
	貯蔵、運搬、調理及び販売

	食肉・食鳥肉及び食肉製品
	・健康な獣畜又は家きんのと畜場又は食鳥処理場への搬入の推進
・獣畜及び家きんの病歴を踏まえたと畜検査及び食鳥検査の実施
・枝肉、中抜きとたい等の微生物検査による衛生的な処理の検証の実施
・と畜場及び食鳥処理場における動物用医薬品等の投与歴をふまえた、正常な獣畜及び家きんを含めた残留物質検査の実施
・認定小規模食鳥処理施設における処理可能羽数の上限の遵守の徹底
・狩猟しようとする又は狩猟した野生鳥獣の異常の有無の確認の徹底
・食肉処理施設における解体前の野生鳥獣及び解体後の野生鳥獣肉等の異常の有無の確認の徹底
	・食肉処理施設における微生物汚染の防止の徹底
・製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進
・食品等事業者による原材料受入れ時の残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査等による原材料の安全性の確保の徹底
・生食用食肉の衛生管理の徹底
・食肉処理施設で解体された野生鳥獣肉の使用の徹底
	・枝肉及びカット肉の流通管理（保存温度、衛生的な取扱い等）の徹底
・加熱調理の徹底
・生食用食肉の衛生管理の徹底
・適正表示の徹底
・食肉処理施設で解体された野生鳥獣肉の使用の徹底
・残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査の実施

	乳及び乳製品
	・健康な獣畜からの搾乳の徹底及び搾乳時における衛生確保（微生物汚染防止等）の徹底
・搾乳後の温度管理（腐敗及び微生物増殖防止）の徹底
・生乳についての残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査並びに食品等事業者による出荷時検査の推進
	・製造過程又は加工過程における微生物汚染の防止の徹底
・製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進
・食品等事業者による原材料受入れ時の残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査等による原材料の安全性の確保の徹底
・食品等事業者による飲用乳についての微生物等に係る出荷時検査の徹底
	・流通管理（保存温度、衛生的な取扱いの等）の徹底
・適正表示の徹底

	食鳥卵
	・鶏舎内の衛生管理の推進
・食用不適卵の排除の徹底
・採卵後の低温管理の徹底
	・新鮮な正常卵の受入れの徹底
・洗卵時及び割卵時の汚染防止の徹底
・製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進
・汚卵、軟卵及び破卵の選別等検卵の徹底
	・低温保管等温度管理の徹底
・破卵等の検卵の徹底
・適正表示の徹底
・残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査の実施



	
ﾌｰﾄﾞﾁｪｰﾝ
食品群
	採取、とさつ及び解体、食鳥処理等
	製造又は加工
	貯蔵、運搬、調理及び販売

	水産食品（魚介類及び水産加工品）
	・食品等事業者による二枚貝等の貝毒等に関する検査の徹底
・生食用かきの採捕海域の衛生状況の確認の徹底
・漁港等の水揚げ場における衛生的な取扱いの徹底
・有毒魚介類等の排除の徹底
・養殖魚介類についての残留動物用医薬品の検査の実施及び食品等事業者による出荷時検査の推進
	・生食用鮮魚介類の衛生管理の徹底
・製造過程又は加工過程における微生物汚染の防止の徹底
・製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進
・食品等事業者による原材料受け入れ時の残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査等による原材料の安全性の確保の徹底
・生食用かきの採捕海域等の適正表示の徹底
・フグの衛生的な処理の徹底
	・残留動物用医薬品、微生物等の検査の実施
・水産加工品の流通管理（保存温度、衛生的な取扱い等）の徹底
・有毒魚介類等の市場からの排除の徹底
・加熱を要する食品についての加熱調理の徹底
・適正表示の徹底

	野菜、果物、穀類、豆類、種実類、茶等及びこれらの加工品
	・生食用野菜、果物等について、肥料等を通じた動物の糞尿由来等の微生物汚染防止の徹底
・残留農薬検査の実施及び食品等事業者による出荷時検査の推進
・穀類、豆類等の収穫時のかび毒対策の推進
・有毒植物等の採取禁止の徹底
	・生食用野菜、果実等の衛生管理の徹底
・製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進
・食品等事業者による原材料受入れ時の残留農薬検査等による原材料の安全性の確保の徹底
	・生食用野菜、果実等の洗浄及び必要に応じた殺菌の徹底
・残留農薬、汚染物質等の検査の実施
・穀類、豆類等の運搬時のかび毒対策の推進
・有毒植物等の市場からの排除の徹底
・適正表示の徹底


※表中｢実施｣とあるのは豊田市が主体、「徹底」又は「推進」とあるのは食品等事業者が主体。















[bookmark: 別表2]○　業種ごとの標準監視指導回数　　　　　　　　　　　　　　別表２
	レベル
	標準監視
指導回数
	主な業種（施設）

	Ａ
	２回／年
	１　法違反（過去2年以内）により行政処分を受けた施設
２　学校給食調理施設
３　１日の調理数が2,001食以上の次の施設
　・弁当調理施設及び仕出し屋
　・ホテル及び旅館
　・集団給食施設（工場、社会福祉施設等）

	Ｂ
	１回／年
	
１　１日の調理数が1,001食以上2,000食以下の次の施設
　・弁当調理施設及び仕出し屋
　・ホテル及び旅館
　・集団給食施設（工場等）
２　1日の調理数が501食以上2,000食以下の病院及び
社会福祉施設
３　菓子製造業、みそ又はしょうゆ製造業、そうざい製造業及び漬物製造業（広域流通食品製造施設に限る）
４　魚介類競り売り営業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業（学校給食納入施設及び野生鳥獣肉処理施設に限る）、食品の放射線照射業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、密封包装食品製造業及び添加物製造業
５　上記以外の施設のうち、当該年度内に事業継続して営業の許可を受けようとする施設

	Ｃ
	１回／２～６年
	上記A及びBに掲げる施設以外の施設


※表中Bの３及び４については、営業許可制度変更前において現行業種に相当する業種を含む。





[bookmark: 別表3]

○　令和８年度食品等の収去検査計画　　　　　　　　別表３　
	食品群
	検査項目
	検
体
予
定
数

	
	細
菌
検
査
	食
品
添
加
物
	残
留
農
薬
	残
留
動
物
用
医
薬
品
	そ
の
他
の
理
化
学
	

	魚介類
	○
	
	
	
	
	５　

	冷凍食品
	○
	
	
	
	
	12

	魚介類加工品
	○
	○
	
	
	
	4

	肉・卵類及びその加工品
	○
	○
	
	○
	
	24　

	牛乳・加工乳・その他の乳
	○
	
	
	
	○
	10　

	乳製品・乳類加工品
	○
	
	
	
	○
	8

	アイスクリーム類・氷菓
	○
	
	
	
	
	4

	穀類及びその加工品
	○
	
	○
	
	○
	6　

	野菜類・果実及びその加工品
	○
	○
	○
	
	
	21　

	菓子類
	○
	○
	
	
	
	19　

	その他の食品
	○
	
	
	
	○
	81　

	器具及び容器包装
	
	
	
	
	○
	6　

	合計
	200　
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月

項目

＊その他、時事に応じた食品衛生監視・指導

＊市内流通食品の規格・基準等の検査及び表示の確認

＊食品営業許可申請（新規事業）についての調査

＊食品営業許可申請（事業継続）についての調査

＊食品営業者等に対する衛生講習会の開催

＊市広報誌及びホームページにおける広報啓発

＊ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の啓発及び講習会の開催

＊一般的な食品衛生の啓発

＊食品衛生に関する消費者意見の聴取、意見交換

＊次年度の「豊田市食品衛生監視指導計画」の素案を作成

＊市ホームページにおける意見の聴取

＊関係部会及び研修会等への参加

＊ＨＡＣＣＰに係る講習会等への参加

＊業務に関する調査・研究

＊意見の聴取

＊夏期一斉取締り期間(8月：食品衛生月間） ＊年末一斉取締り期間


